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：国が行う事務                     （注）１ 図の項目以外に，国の援助(23)，研究の推進等(24)等の規定がある。 
：都道府県，指定都市，中核市及び特例市の長が行う事務     ２ 図中の（）内は条文を示す。 
：都道府県，政令で定める市町村の長が行う事務 
：市町村長が行う事務 


